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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の
（Ａ）少なくとも２個のヒドロキシル基又は少なくとも２個の加水分解可能な基を有する
、一般式
　　Ｙ３－ｃＲ１

ｃＳｉＯ－［Ｒ１
２ＳｉＯ］ｄ－ＳｉＲ１

ｃＹ３－ｃ　　　（ＩＩＩ）
［式中、
ｃは０、１又は２であり、
Ｒ１は同一又は異なってよく、かつ置換又は非置換の一価の炭化水素基を意味し、前記基
はヘテロ原子によって中断されていてよく、
Ｙは同一又は異なってよく、かつヒドロキシル基又は加水分解可能な基を意味し、かつ
ｄは２００～１００００の整数である］の有機ケイ素化合物、
（Ｂ）式
　　ＯＨ（Ｒ２ＳｉＯ）ｎＳｉＲ３　　　（ＩＩ）
［式中、
Ｒはメチル基を意味し、ｎについての平均値は、式（ＩＩ）の化合物が２５℃で測定して
１０～５００ｍｍ２／秒の粘度を有するように選択される］の実質的に直鎖状のジオルガ
ノシロキサン、及び
（Ｃ）６個までのケイ素原子を有する架橋剤、
（Ｄ）触媒、
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（Ｅ）可塑剤、
（Ｆ）充填剤、
（Ｇ）グリシドキシプロピル基、アミノプロピル基又はメタクリルオキシプロピル基を有
するシラン及びオルガノポリシロキサン並びにテトラアルコキシシランからなる群から選
択される定着剤及び
（Ｈ）顔料、着色剤、香料、酸化防止剤、導電性カーボンブラック、難燃剤、光保護剤、
ＳｉＣ結合したメルカプトアルキル基を有するシラン、発泡剤、熱安定剤及びチキソトロ
ピー剤及び有機溶剤からなる群から選択される添加剤
からなり［但し、架橋剤（Ｃ）は、グリシドキシプロピル基、アミノプロピル基又はメタ
クリルオキシプロピル基を有するシラン及びＳｉＣ結合したメルカプトアルキル基を有す
るシラン並びにテトラアルコキシシランからなる群から選択されるものではない］、使用
される式（ＩＩ）の単位から構成される有機ケイ素化合物（Ｂ）が、２５℃で１０～５０
０ｍｍ２／秒の粘度を有し、かつ式（ＩＩ）の単位から構成される有機ケイ素化合物（Ｂ
）を、架橋可能なコンパウンド１００質量部に対して、０．１～１５質量部の量で含有し
、触媒（Ｄ）を、有機ケイ素化合物（Ａ）１００質量部に対して、０～３質量部の量で含
有し、可塑剤（Ｅ）を、有機ケイ素化合物（Ａ）１００質量部に対して、０～３００質量
部の量で含有し、充填剤（Ｆ）を、有機ケイ素化合物（Ａ）１００質量部に対して、０～
３００質量部の量で含有し、定着剤（Ｇ）を、有機ケイ素化合物（Ａ）１００質量部に対
して、０～５０質量部の量で含有し、かつ添加剤（Ｈ）を、有機ケイ素化合物（Ａ）１０
０質量部に対して、０～１００質量部の量で含有する架橋可能なコンパウンド。
【請求項２】
　請求項１記載のコンパウンドの架橋によって製造される成形体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ケイ素化合物を基礎とし、引張応力が調節可能で架橋可能なコンパウン
ド、その製造方法並びにその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ケイ素化合物を基礎とする架橋可能なコンパウンドは既に多数知られている。水の
排除下に貯蔵可能で、水の進入時に室温で加硫してエラストマーとなる１成分シールコン
パウンドも同様に知られている。これらの生成物は多量に、例えば建築工業で使用される
。これらのシールコンパウンドの化学的な基礎となるものは、ＯＨ基又は加水分解可能な
基、例えばアセトキシ基のような反応性置換基を有するシリル末端基を有する直鎖状ポリ
マーである。更に、これらの混合物は、通常は充填剤、非反応性可塑剤及び場合により架
橋剤、触媒及び添加剤を含有する。硬化後の試験体の１００％伸び時の応力値であるシー
ルコンパウンドの引張応力は多くの用途のためには低いことが望ましい。それによって、
継ぎ目が伸びた時に継ぎ目の側面の引張応力ができる限り小さいこと、そして下地からの
シールコンパウンドの引裂が回避されることが保証される。引張応力が低いシールコンパ
ウンドのために特に必要とされる長い鎖長は非常に高いポリマー粘度をもたらすので、該
シールコンパウンドは未架橋状態では取り扱いが困難である。こうして、容器からの圧出
は困難にのみ可能であるか、又は加工の際に不所望に長い糸引き（Fadenzug）を有するこ
とがある。
【０００３】
　更に、非反応性の可塑剤と活性充填剤の量に関連して引張応力を変動させられることも
長い間知られている。しかしながらこの場合には、例えば可塑剤が多すぎる場合又は活性
充填剤が少なすぎる場合に該コンパウンドが低粘度になり、それによりペースト状のシー
ルコンパウンドの適用挙動が害されるため任意に変動させることができないということで
制限を受ける。更に、部分的に鎖端に非反応性の基を有する高粘性のポリマーを使用する
ことが知られている。例えばＵＳ－Ａ６，２３５，８３２号に、ビニル末端ポリジメチル
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シロキサンとＳｉ－Ｈ含有の架橋剤との反応によって得られるポリマーが記載されている
。しかしながらその際、非反応性の高粘性の成分が硬化後のシールコンパウンドから浸出
し、基体の汚損が引き起こされうるという危険性がある。ＵＳ－Ａ３，５４２，９０１号
は、反応性末端基と非反応性末端基の無作為な分布を有し、その際、全体で非反応性鎖端
は最大で４０％のみ存在してよい、脱アルコール型のＲＴＶ１系において、有利には高粘
性の直鎖状ポリシロキサンを使用することを記載している。しかしながら、これにより不
所望に高い加硫物硬度を有する生成物がもたらされる。
【特許文献１】ＵＳ－Ａ６，２３５，８３２号
【特許文献２】ＵＳ－Ａ３，５４２，９０１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、水の排除下に貯蔵可能で、水が進入した場合に室温で架橋してエラス
トマーになるコンパウンドであって、簡単な様式及び方法で製造でき、そして容易に入手
可能な出発物質から出発でき、良好に加工可能であり、非常に高い貯蔵安定性及び高い架
橋速度に優れ、引張応力を調節可能なシールコンパウンドを製造できる架橋可能なコンパ
ウンドを提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の対象は、有機ケイ素化合物を基礎とし、式
　　　（ＨＯ）ａＲｂＳｉＯ（４－ａ－ｂ）／２　　　（Ｉ）
［式中、
Ｒは同一又は異なってよく、かつ置換又は非置換の一価の炭化水素基を意味し、前記基は
ヘテロ原子によって中断されていてよく、
ａは０又は１であり、かつ
ｂは０、１、２又は３であるが、但し、
該有機ケイ素化合物はａ＝１の式（Ｉ）の単位を１つ有し、かつ２５℃で５～１０００ｍ
Ｐａ・ｓの粘度を有する］の単位からの有機ケイ素化合物を使用して製造できる架橋可能
なコンパウンドである。
【０００６】
　有利には本発明により使用される式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物は、実質的に
直鎖状で、有利には末端ヒドロキシル基を有するジオルガノシロキサン、特に有利には式
　　　ＯＨ（Ｒ２ＳｉＯ）ｎＳｉＲ３　　　（ＩＩ）
［式中、
Ｒは前記の意味を有し、ｎについての平均値は、式（ＩＩ）の化合物が２５℃で測定して
５～１０００ｍＰａ・ｓの粘度を有するように選択される］のジオルガノポリシロキサン
である。
【０００７】
　式（ＩＩ）に示されていないか、もしくはジオルガノポリシロキサンの表示から引き出
すことができないが、製造上、１０モル％まで、有利には１モル％までのジオルガノシロ
キサン単位は別のシロキサン単位、例えばＲ３ＳｉＯ１／２単位、ＲＳｉＯ３／２単位及
びＳｉＯ４／２単位［式中、Ｒはそれについて前記の意味を有する］によって交換されて
いてよいが、これは好ましくはない。
【０００８】
　本発明の範囲では、オルガノポリシロキサンという表現は、ポリマーのシロキサン、オ
リゴマーのシロキサンも、ダイマーのシロキサンも共に含むことが望ましい。
【０００９】
　好ましくは、基Ｒは、１～１８個の炭素原子を有し、場合によりハロゲン原子、アミノ
基、エーテル基、エステル基、エポキシ基、メルカプト基、シアノ基又は（ポリ）グリコ
ール基（これらはオキシエチレン単位及び／又はオキシプロピレン単位から構成されてい
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る）で置換されている一価の炭化水素基、特に好ましくは１～１２個の炭素原子を有する
炭化水素基、特にメチル基である。
【００１０】
　基Ｒの例は、アルキル基、例えばメチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル
基、１－ｎ－ブチル基、２－ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、ｎ－ペンチル
基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔ－ペンチル基、ヘキシル基、例えばｎ－ヘキシ
ル基、ヘプチル基、例えばｎ－ヘプチル基、オクチル基、例えばｎ－オクチル基及びイソ
オクチル基、例えば２，２，４－トリメチルペンチル基、ノニル基、例えばｎ－ノニル基
、デシル基、例えばｎ－デシル基、ドデシル基、例えばｎ－ドデシル基、オクタデシル基
、例えばｎ－オクタデシル基、シクロアルキル基、例えばシクロペンチル基、シクロヘキ
シル基、シクロヘプチル基及びメチルシクロヘキシル基、アルケニル基、例えばビニル基
、１－プロペニル基及び２－プロペニル基、アリール基、例えばフェニル基、ナフチル基
、アントリル基及びフェナントリル基、アルカリール基、例えばｏ－トリル基、ｍ－トリ
ル基、ｐ－トリル基、キシリル基及びエチルフェニル基及びアラルキル基、例えばベンジ
ル基、α－フェニルエチル基及びβ－フェニルエチル基である。
【００１１】
　置換された基Ｒのための例は、３－アミノプロピル基、３－（２－アミノエチル）アミ
ノプロピル基、３－シクロヘキシルアミノプロピル基、Ｎ－シクロヘキシルアミノメチル
基、３－グリシドキシプロピル基及び３－メタクリルオキシプロピル基である。
【００１２】
　式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物のための例は、（Ｍｅ３ＳｉＯ）３Ｓｉ－ＯＨ
、ＨＯ（ＳｉＭｅ２Ｏ）６５ＳｉＭｅ３、ＨＯ（ＳｉＶｉＭｅＯ）９０ＳｉＭｅ３及びＨ
Ｏ（ＳｉＭｅ２Ｏ）４０ＳｉＶｉＭｅ２であり、その際、Ｍｅはメチル基であり、かつＶ
ｉはビニル基である。
【００１３】
　特に、本発明により使用される式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物は、２５℃で５
～１０００ｍＰａ・ｓの粘度を有するα－ヒドロキシ，ω－トリアルキルシリルポリジア
ルキルシロキサン、殊に有利には２５℃で５～１０００ｍＰａ・ｓの粘度を有するα－ヒ
ドロキシ，ω－トリメチルシリルポリジメチルシロキサンである。
【００１４】
　本発明により使用される式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物は、２５℃で有利には
１０～５００ｍｍ２／秒、特に有利には２０～２００ｍｍ２／秒の粘度を有する。
【００１５】
　本発明により使用される式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物は、化学において一般
的な方法に従って、例えばトリメチルシラノールとヘキサメチルシクロトリシロキサンと
をフッ化カリウムの存在下に反応させることによって製造できる。
【００１６】
　本発明によるコンパウンドは、式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物を、それぞれ架
橋可能なコンパウンド１００質量部に対して、有利には０．１～１５質量部、特に有利に
は０．１～１０質量部、特に０．５～５質量部の量で含有する。
【００１７】
　本発明によるコンパウンドは、エラストマーへと架橋可能で、有機ケイ素化合物を基礎
とする任意の今までに知られた型、例えば室温で加硫可能な１成分又は２成分のオルガノ
ポリシロキサンコンパウンド（いわゆるＲＴＶコンパウンド）である。架橋可能なコンパ
ウンドは、この場合に充填剤不含であってよいが、また活性充填剤又は不活性充填剤を含
有してもよい。
【００１８】
　通常、かかるコンパウンド中で使用される成分の種類及び量は既に公知である。
【００１９】
　本発明により使用される式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物は、この場合に任意に
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本発明による架橋可能なコンパウンドの別の成分と混合してよい。このように、これらの
成分は後続の工程として、さもなくば完成したシリコーンゴム配合物中に混入するか、又
はシリコーンゴム混合物の製造の間に導入してよい。しかしながら式（Ｉ）の単位からの
有機ケイ素化合物は、１種もしくは複数種の使用される成分中に事前に混合してもよい。
【００２０】
　本発明によるコンパウンドの製造のための混合工程は、有利には簡単な機械的な配合で
ある。基礎媒体の粘稠性及び粘性に応じて、該混合工程は、混練機、溶解機、Ｚ－ミキサ
又は簡単な撹拌機中で行ってよい。混合工程は、有利には低減された周囲圧で実施される
。しかしながら常圧又は高圧下での混合も可能である。同様に簡易化のために、混合工程
を周囲温度で実施することが好ましい。しかしながら、高められた温度で又は冷却下に混
合することも可能である。
【００２１】
　有利には、本発明によるコンパウンドは、縮合反応によって架橋可能なコンパウンドで
ある。
【００２２】
　有利には本発明による縮合によって架橋可能なコンパウンドは、以下の
（Ａ）少なくとも２個のヒドロキシル基又は少なくとも２個の加水分解可能な基を有する
有機ケイ素化合物、
（Ｂ）式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物、及び
（Ｃ）架橋剤
の使用下に製造可能なコンパウンドである。
【００２３】
　本発明により使用される有機ケイ素化合物（Ａ）は、有利には一般式
　　　Ｙ３－ｃＲ１

ｃＳｉＯ－［Ｒ１
２ＳｉＯ］ｄ－ＳｉＲ１

ｃＹ３－ｃ　　　（ＩＩＩ
）
［式中、
ｃは０、１又は２であり、
Ｒ１は同一又は異なってよく、かつＲについて示した意味を有し、
Ｙは同一又は異なってよく、かつヒドロキシル基又は加水分解可能な基を意味し、かつ
ｄは２００～１００００の整数、有利には３００～３０００の整数、特に有利には４００
～２０００の整数である］の有機ケイ素化合物である。
【００２４】
　基Ｒ１のための例は、基Ｒについて前記の例である。
【００２５】
　有利には、基Ｒ１は１～１８個の炭素原子を有し、場合によりハロゲン原子、アミノ基
、エーテル基、エステル基、エポキシ基、メルカプト基、シアノ基又は（ポリ）グリコー
ル基（これらはオキシエチレン単位及び／又はオキシプロピレン単位から構成されている
）で置換されている一価の炭化水素基、特に有利には１～１２個の炭素原子を有する炭化
水素基、特にメチル基である。
【００２６】
　基Ｙのための例は、ヒドロキシル基並びに今までに知られた全ての加水分解可能な基、
例えばアセトキシ基、オキシマト基及びオルガニルオキシ基、例えばアルコキシ基、例え
ばエトキシ基、アルコキシエトキシ基及びメトキシ基である。
【００２７】
　有利には、基Ｙはアセトキシ基及びヒドロキシル基、特に有利にはヒドロキシル基であ
る。
【００２８】
　式（ＩＩＩ）中の数ｄについての平均値は、有利には、式（ＩＩＩ）のオルガノポリシ
ロキサンが、それぞれ２５℃の温度で測定して、１０００～２５０００００ｍＰａ・ｓ、
特に有利には４０００～８０００００ｍＰａ・ｓの粘度を有するように選択される。
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【００２９】
　式（ＩＩＩ）に示されていないが、１０モル％までのジオルガノシロキサン単位は別の
シロキサン単位、例えばＲ１

３ＳｉＯ１／２単位、Ｒ１ＳｉＯ３／２単位及びＳｉＯ４／

２単位［式中、Ｒ１は前記にそれについて示した意味を有する］によって交換されていて
よい。
【００３０】
　本発明によるコンパウンド中に使用されるオルガノポリシロキサン（Ａ）のための例は
、
（ＭｅＣＯＯ）２ＭｅＳｉＯ［ＳｉＭｅ２Ｏ］２００－２０００ＳｉＭｅ（ＯＯＣＭｅ）

２、
（ＯＨ）Ｍｅ２ＳｉＯ［ＳｉＭｅ２Ｏ］２００－２０００ＳｉＭｅ２（ＯＨ）、
（ＭｅＣＯＯ）２ＥｔＳｉＯ［ＳｉＭｅ２Ｏ］２００－２０００ＳｉＥｔ（ＯＯＣＭｅ）

２、及び
（ＭｅＣＯＯ）２ＶｉＳｉＯ［ＳｉＭｅ２Ｏ］２００－２０００ＳｉＶｉ（ＯＯＣＭｅ）

２

であり、その際、Ｍｅはメチル基を意味し、Ｅｔはエチル基を意味し、かつＶｉはビニル
基を意味する。
【００３１】
　本発明によるコンパウンドで使用される有機ケイ素化合物（Ａ）は商慣習上の製品であ
るか、もしくはケイ素化学において公知の方法に従って、例えばα，ω－ジヒドロキシポ
リオルガノシロキサンと相応のオルガニルオキシシランとを反応させることによって製造
できる。
【００３２】
　本発明によるコンパウンド中で場合により使用される架橋剤（Ｃ）に関しては、今まで
にも縮合によって架橋可能なコンパウンドで使用されてきた全ての架橋剤、例えばアセト
キシ基、オキシマト基及びオルガニルオキシ基から選択される少なくとも３つの加水分解
可能な基を有する架橋剤を使用してよい。
【００３３】
　架橋剤（Ｃ）のための例は、オルガニルオキシシラン、オキシモシラン及びアセトキシ
シラン並びにそれらの部分加水分解物、例えばメチルトリアセトキシシラン、エチルトリ
アセトキシシラン、プロピルトリアセトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、テト
ラエトキシシラン、テトラ－イソプロポキシシラン、テトラ－ｎ－プロポキシシラン、メ
チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン及びビ
ニルトリエトキシシラン並びにそれらの部分加水分解物である。
【００３４】
　部分加水分解物は、この場合に部分単独加水分解物（Teilhomohydrolysate）、すなわ
ち１種の有機ケイ素化合物の部分加水分解物でも、また部分共加水分解物（
Teilcohydrolysate）、すなわち少なくとも２種の異なる種類の有機ケイ素化合物の部分
加水分解物でもよい。
【００３５】
　本発明によるコンパウンドで場合により使用される架橋剤（Ｃ）は、有機ケイ素化合物
の部分加水分解物であり、従って６個までのケイ素原子を有するものが好ましい。
【００３６】
　有利には、架橋剤（Ｃ）としては、メチルトリアセトキシシラン、エチルトリアセトキ
シシラン、プロピルトリアセトキシシラン及びビニルトリアセトキシシラン及び／又はそ
れらの部分加水分解物が使用される。
【００３７】
　本発明によるコンパウンドにおいて架橋剤が使用される場合に、それぞれ成分（Ａ）１
００質量部に対して、有利には０．０５～１０質量部、好ましくは０．２～５質量部の量
である。
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【００３８】
　本発明によるコンパウンドで場合により使用される架橋剤（Ｃ）は商慣習上の製品であ
るか、もしくはケイ素化学において公知の方法に従って製造できる。
【００３９】
　前記の成分（Ａ）、（Ｂ）及び場合により（Ｃ）の他に、本発明によるコンパウンドは
ここで、今までにも縮合反応において架橋可能なコンパウンド中に使用されいてた全ての
他の物質、例えば触媒（Ｄ）、可塑剤（Ｅ）、充填剤（Ｆ）、定着剤（Ｇ）及び添加剤（
Ｈ）を含有してよい。
【００４０】
　場合により使用される触媒（Ｄ）のための例は、今までに既に知られたチタン化合物及
び有機スズ化合物、例えばジ－ｎ－ブチルスズジラウレート及びジ－ｎ－ブチルスズジア
セテート、ジ－ｎ－ブチルスズオキシド、ジオクチルスズジアセテート、ジオクチルスズ
ジラウレート、ジオクチルスズオキシド並びにこれらの化合物とアルコキシシラン、例え
ばテトラエトキシシランとの反応生成物であり、その際、テトラエチルシリケート加水分
解物においてはジ－ｎ－ブチルスズジアセテートとジブチルスズオキシドが好ましく、そ
してテトラエチルシリケート加水分解物においてはジ－ｎ－ブチルスズオキシドが特に好
ましい。
【００４１】
　本発明によるコンパウンドが触媒（Ｄ）を含有する場合には、それぞれ成分（Ａ）１０
０質量部に対して、有利には０．０１～３質量部、好ましくは０．０５～２質量部の量で
ある。
【００４２】
　場合により使用される可塑剤（Ｅ）のための例は、トリメチルシロキシ基によって末端
封鎖された室温で液状の、２５℃で５０～１０００ｍＰａ・ｓの範囲の粘度を有するジメ
チルポリシロキサン並びに高沸点炭化水素、例えばナフテン単位及びパラフィン単位から
なるパラフィン油又は鉱油である。
【００４３】
　本発明によるコンパウンドは可塑剤（Ｅ）を、それぞれオルガノポリシロキサン（Ａ）
１００質量部に対して、有利には０～３００質量部、特に有利には１０～２００質量部、
特に２０～１００質量部の量で含有する。
【００４４】
　場合により使用される充填剤（Ｆ）のための例は非補強充填剤、従って５０ｍ２／ｇま
でのＢＥＴ表面積を有する充填剤、例えば石英、珪藻土、ケイ酸カルシウム、ケイ酸ジル
コニウム、ゼオライト、金属酸化物粉末、例えば酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化鉄
又は酸化亜鉛もしくはこれらの混合酸化物、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、石膏、窒化
ケイ素、炭化ケイ素、窒化ホウ素、ガラス粉末及びプラスチック粉末、例えばポリアクリ
ルニトリル粉末、補強充填剤、従って５０ｍ２／ｇより大きいＢＥＴ表面積を有する充填
剤、例えば熱分解法で製造されるケイ酸、沈降ケイ酸、沈降炭酸カルシウム、カーボンブ
ラック、例えばファーネスブラック及びアセチレンブラック及びより大きなＢＥＴ表面積
を有するケイ素－アルミニウム－混合酸化物、繊維状充填剤、例えばアスベスト並びにプ
ラスチック繊維である。前述の充填剤は、例えばオルガノシランもしくはオルガノシロキ
サン又はステアリン酸での処理によって又はヒドロキシル基のアルコキシ基へのエーテル
化によって疎水性化されていてよい。充填剤（Ｆ）が使用される場合には、有利には親水
性の熱分解法ケイ酸及び沈降炭酸カルシウム又は粉砕炭酸カルシウムである。
【００４５】
　本発明によるコンパウンドは充填剤（Ｆ）を、それぞれオルガノポリシロキサン（Ａ）
１００質量部に対して、有利には０～３００質量部、特に有利には１～２００質量部、特
に５～２００質量部の量で含有する。
【００４６】
　本発明によるコンパウンド中で使用される定着剤（Ｇ）のための例は、官能基、例えば
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グリシドキシプロピル基、アミノプロピル基又はメタクリルオキシプロピル基を有するシ
ラン及びオルガノポリシロキサン並びにテトラアルコキシシランである。しかしながら、
既に前述の官能基を有する別の成分、例えばシロキサン（Ａ）又は架橋剤（Ｃ）を有する
場合には、定着剤の添加を省いてよい。
【００４７】
　本発明によるコンパウンドは定着剤（Ｇ）を、それぞれオルガノポリシロキサン（Ａ）
１００質量部に対して、有利には０～５０質量部、特に有利には１～２０質量部、特に１
～１０質量部の量で含有する。
【００４８】
　添加剤（Ｈ）のための例は、顔料、着色剤、香料、酸化防止剤、電気的特性に影響を及
ぼす剤、例えば導電性カーボンブラック、難燃剤、光保護剤及び皮膜形成時間の延長のた
めの剤、例えばＳｉＣ結合したメルカプトアルキル基を有するシラン、発泡剤、例えばア
ゾジカルボンアミド、熱安定剤及びチキソトロピー剤、例えばリン酸エステル及び有機溶
剤である。
【００４９】
　本発明によるコンパウンドは添加剤（Ｈ）を、それぞれオルガノポリシロキサン（Ａ）
１００質量部に対して、有利には０～１００質量部、特に有利には０～３０質量部、特に
０～１０質量部の量で含有する。
【００５０】
　特に有利には、本発明によるコンパウンドは、
（Ａ）式（ＩＩＩ）の有機ケイ素化合物、
（Ｂ）式（Ｉ）の単位からの有機ケイ素化合物、場合により
（Ｃ）架橋剤、場合により
（Ｄ）触媒、場合により
（Ｅ）可塑剤、場合により
（Ｆ）充填剤、場合により
（Ｇ）定着剤、及び場合により
（Ｈ）添加剤
を使用して製造できるコンパウンドである。
【００５１】
　特に、本発明によるコンパウンドの製造のために、成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ
）、（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）及び（Ｈ）を外れた成分は使用されない。
【００５２】
　本発明によるコンパウンドの調製のために、全ての成分を任意の順序で相互に、例えば
成分（Ａ）と（Ｂ）を場合により成分（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）及び（Ｆ）と混合してよい
。しかしながら、例えば成分（Ｂ）と（Ｃ）とを事前に混合してよく、次いでこれらの前
混合物をその他の成分と更に混合してもよい。この場合に、Ｓｉ－ＯＨ基が存在する場合
には、いわゆる末端封鎖反応がもたらされうる。この混合は、室温及び周囲雰囲気、従っ
て約９００～１１００ｈＰａの圧力で実施してよい。しかしながら所望であれば、より高
い温度又はより低い温度で、例えば３５℃～１３５℃の範囲の温度又は０～２０℃、もし
くはより高い又はより低い圧力でこの混合を実施してもよい。この場合には、使用される
成分１種又は複数種をその場で製造してもよい。
【００５３】
　本発明によるコンパウンドの個々の成分は、それぞれ、かかる成分１種であっても、少
なくとも２種の異なる種類の前記成分からの混合物であってよい。
【００５４】
　本発明によるコンパウンドは、室温及び周囲雰囲気の圧力で流動性又は安定してペース
ト状であることが好ましい。
【００５５】
　本発明によるコンパウンドの架橋のために、通常の空気の含水量で十分である。本発明
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によるコンパウンドの架橋は、有利には室温で行われる。架橋は、所望であれば、室温よ
り高められた又は低められた温度、例えば－５℃～１５℃又は３０℃～５０℃及び／又は
通常の空気の含水量を超過する水濃度を用いて実施してもよい。
【００５６】
　有利には架橋は、圧力１００～１１００ｈＰａの圧力、特に周囲雰囲気の圧力で実施さ
れる。
【００５７】
　本発明の更なる対象は、本発明によるコンパウンドの架橋によって製造される成形体で
ある。
【００５８】
　本発明によるコンパウンドは、水の排除下に貯蔵可能で、水が進入した場合に室温で架
橋してエラストマーになるコンパウンドを使用できる全ての使用目的のために使用できる
。
【００５９】
　従って、本発明によるコンパウンドは、例えば垂直に走る継ぎ目及び、例えば建築物、
陸上車両、水上車両及び航空機の１０～４０ｍｍの細い幅の同様の空隙を含む継ぎ目のた
めのシールコンパウンドとして、又は、例えば窓構造における接着剤又は密封用コンパウ
ンドとして、並びに保護被膜、例えば淡水又は海水の恒常的な作用に曝される表面のため
の保護被膜、又は滑り防止被膜又はゴム弾性成形体の製造のために、並びに電気機器又は
電子機器の絶縁のために優れている。
【００６０】
　本発明によるコンパウンドは、簡単な様式及び方法で製造でき、そして容易に入手可能
な出発物質から出発できるという利点を有する。
【００６１】
　本発明によるコンパウンドは、良好に加工可能であるという利点を有する。
【００６２】
　更に、本発明による架橋可能なコンパウンドは、非常に高い貯蔵安定性及び高い架橋速
度に優れるといった利点を有する。
【００６３】
　特に、本発明による架橋可能なコンパウンドは、引張応力を調節可能なシールコンパウ
ンドを製造できるという利点を有し、その際、その引張応力は式（Ｉ）の単位からの有機
ケイ素化合物の添加を介して容易にかつ広い範囲で調節可能である。
【００６４】
　以下に記載される実施例では、全ての粘度表示は２５℃の温度に対するものである。特
に記載がない限り、以下の実施例は周囲雰囲気の圧力、従ってほぼ１０００ｈＰａで、か
つ室温で、従って約２３℃で、もしくは室温で反応物を一緒に添加して付加的な加熱又は
冷却をせずに生ずる温度で、並びに約５０％の相対空気湿度で実施される。更に、全ての
部及び百分率の表示は、特に記載がない限り質量に対するものである。
【００６５】
　実施例で使用されるα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリルポリジメチルシロキサンは
、ＵＳ－Ａ５，２２３，５９５号に相応して、トリメチルシラノールとヘキサメチルシク
ロトリシロキサン及び触媒としてのフッ化カリウムとを反応させることによって製造した
。
【実施例】
【００６６】
　実施例１
　粘度８００００ｍＰａ・ｓを有するα，ω－ジヒドロキシポリジメチルシロキサン１４
００ｇ、粘度１００ｍＰａ・ｓを有するトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシ
ロキサン７０７ｇ、１００ｍＰａ・ｓのα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジ
メチルシロキサン１７ｇを遊星型ミキサ中でエチルトリアセトキシシラン７６ｇ及びメチ
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ルトリアセトキシシラン３３ｇと５分間混合した。引き続き比表面積１５０ｍ２／ｇを有
する熱分解法ケイ酸（商標名ＨＤＫ（Ｒ）Ｖ１５としてＷａｃｋｅｒ－Ｃｈｅｍｉｅ Ｇ
ｍｂＨ社（Ｄ－ミュンヘン在）で購入できる）１８２ｇを導入した。真空中で２０分間均
質化した後に、ジブチルスズジアセテート０．２４ｇを真空下に混入した。製造された生
成物を湿気密な市販のＰＥ製カートリッジに詰め替えた。
【００６７】
　２４時間の貯蔵時間後に、６．１バールの圧力及び２ｍｍのノズル開口部で圧出速度を
測定した。
【００６８】
　ショアＡ硬度の測定のために、ＩＳＯ８６８に従って、詰め替えたコンパウンドを２４
時間の貯蔵時間後に架橋させて６ｍｍの板にした。
【００６９】
　破断点伸び及び引張応力（１００％伸び時の応力）の測定のために、詰め替えたコンパ
ウンドを同様に２４時間の貯蔵時間後にＩＳＯ８３３９に従って架橋させてＨ－試験体に
した（硬化：２１℃及び５０％の空気湿度で４週間）。
【００７０】
　結果を第１表に示す。
【００７１】
　実施例２
　実施例１に記載した方法を繰り返すが、α－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリ
ジメチルシロキサン１７ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン
７０６ｇの代わりに、ここではα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジメチルシ
ロキサン２８ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン６９６ｇを
使用した。
【００７２】
　結果を第１表に示す。
【００７３】
　実施例３
　実施例１に記載した方法を繰り返すが、α－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリ
ジメチルシロキサン１７ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン
７０６ｇの代わりに、ここではα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジメチルシ
ロキサン３９ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン６８５ｇを
使用した。
【００７４】
　結果を第１表に示す。
【００７５】
　実施例４
　実施例１に記載した方法を繰り返すが、α－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリ
ジメチルシロキサン１７ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン
７０６ｇの代わりに、ここではα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジメチルシ
ロキサン５１ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン６７３ｇを
使用した。
【００７６】
　結果を第１表に示す。
【００７７】
　実施例５
　実施例１に記載した方法を繰り返すが、α－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリ
ジメチルシロキサン１７ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン
７０６ｇの代わりに、ここではα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジメチルシ
ロキサン６２ｇ及びトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシロキサン６６２ｇを
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使用した。
【００７８】
　結果を第１表に示す。
【００７９】
　実施例６
　粘度１００ｍＰａ・ｓを有するα－ヒドロキシ，ω－トリメチルシリル－ポリジメチル
シロキサン１７ｇを研究室用溶解機中でエチルトリアセトキシシラン２６ｇ及びメチルト
リアセトキシシラン１３ｇと５分間混合し、その際、Ｓｉ－ＯＨ基と架橋剤分子との可逆
的な末端封鎖反応によって酢酸が遊離する（前混合物）。
【００８０】
　粘度８００００ｍＰａ・ｓを有するα，ω－ジヒドロキシポリジメチルシロキサン１４
００ｇ、粘度１００ｍＰａ・ｓを有するトリメチルシリル末端封鎖されたポリジメチルシ
ロキサン（ＰＤＭＳ）７０７ｇ、エチルトリアセトキシシラン５０ｇ及びメチルトリアセ
トキシシラン２０ｇを遊星型ミキサ中で５分間混合した。引き続き、事前に製造された前
混合物を導入し、次いで比表面積１５０ｍ２／ｇを有する熱分解法ケイ酸（商標名ＨＤＫ
（Ｒ）Ｖ１５としてＷａｃｋｅｒ－Ｃｈｅｍｉｅ ＧｍｂＨ社（Ｄ－ミュンヘン在）で購
入できる）１８２ｇを混入した。真空中で２０分間均質化した後に、ジブチルスズジアセ
テート０．２４ｇを真空下に混入した。製造された生成物を湿気密な市販のＰＥ製カート
リッジに詰め替え、更に実施例１に記載の措置をとった。
【００８１】
　結果を第１表に示す。
【００８２】
　第１表
【００８３】
【表１】



(12) JP 4860971 B2 2012.1.25

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100156812
            弁理士　篠　良一
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(74)復代理人  100157451
            弁理士　河辺　幸代
(74)復代理人  100143959
            弁理士　住吉　秀一
(74)復代理人  100167852
            弁理士　宮城　康史
(72)発明者  ペーター　シェーレイ
            ドイツ連邦共和国　ディーラ－ツェーレン　エルプシュトラーセ　１９
(72)発明者  ヘルベルト　ゼルラードル
            ドイツ連邦共和国　エマーティング　フォルストシュトラーセ　２７

    審査官  吉備永　秀彦

(56)参考文献  特開平０９－１５１３２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８２９４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２０９０７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２３３３２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１６２９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２６９３３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０８Ｇ　７７／００－　７７／６２
              Ｃ０８Ｌ　　１／００－１０１／１６
              Ｃ０８Ｋ　　３／００－　１３／０８
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

